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はしがき
　フランスで実施されている地理的表示を活用した
伝統的な地域産品を中心としたツーリズム「味の景
勝地」（site remarquable du gout）制度は、ゲラン
ドの塩田（Les marais salants de Guerande）であっ
たり、シャロレの牛（Les bovins de Charolles）であっ
たり、アルデシュの栗（Chataigne d’Ardeche）
である。すなわち、ＴＲＩＰs協定（同協定22条は、

地理的表示の誤認に対する一般的な保護を定め、他
方23条は、ワイン、スピリットに関しては、たとえ
誤認に対する恐れがなくても、地理的表示によって
表示されている場所を原産地としないものは許容さ
れないと定めている。また、24条は、加盟国は個々
の地理的表示の保護の強化を目的として、二国間又
は多数国間の国際交渉をすることを合意し、その例
外も規定されている。）で、我が国が保護を義務付け
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られた「地理的表示」の制度の特別篇である。
　特許庁は平成18年４月の改正商標法施行で、地域
おこしとして地名と商品等とが密接な関連性を有す
る地名と商品等からなる文字として地理的団体商標

（７条の２）を設け、農林水産省は農林水産物に対す
る国の保証として、品質等の特性が当該地域と結び
付いている産品の産地の特定できる名称である地理
的表示を保護する地理的表示法（特定農林水産物等
の保護に関する法律（平成26年法律84号）を制定し
たが、その成果はどうなっているであろうか。
　農林水産省は、この地理的表示法を施行して時間
が経っていない時に、更にこのフランスの制度を模
範にした「食と農の景勝地」制度を実施しようとし
ている。そこでその内容を探り、問題点を検討したい。
　そこで以下においては、ドイツにおける地理的表
示制度を示して、参考にしてもらうと共にドイツそ
の他欧州における裁判事例を示して地理的表示の内
容・性質を把握してもらい、又「味の景勝地」制度
と類似した制度にも目を向けて、我が国の制度がフ
ランスの制度を模範にするけれども、我が国に適し
た制度の構築に参考になればと考え、以下の点を述
べることにする。

１．地理的表示制度のドイツにおける経験
２．欧州における地理的表示に関する判例
３．「食と農の景勝地」制度のための検討材料
４．フランス「味の景勝地」制度と地域活性化

１．地理的表示制度のドイツにおける経験
論者が地理的表示について最初に発表したの

は、1997年であるが、専らドイツの文献によって
いる。いよいよ我が国においても、地理的表示法
が成立したが、ドイツの文献による論述を他に見
ない。リスボン協定に加盟していない欧州の国は
地理的表示の制度の後進国と言えるかもしれない。
以下ドイツの制度のさわりを開陳して新法の具体
化を期待したい。

（１）ドイツの地理的出所表示法（詳細は久々湊「新

ドイツ商標法の特質（八）―地理的出所表示」

ＡＩＰＰＩ月報42巻（1997）５号４頁参照）。

ドイツの地理的表示は、ドイツ商標法に規
定されている。ドイツの商標法は、３種類の標

識、すなわち商標と、営業表示（企業標識と著
作物の題名）と、地理的（出所）表示を保護す
る商標法１条）。地理的表示は、ドイツでは地
理的出所表示という。地理的出所表示は、商標
法126条から139条までに規定している。

（２）地理的出所表示の定義

ドイツ商標法126条１項は、「この法律の意味
における地理的出所表示とは、営業取引におい
て商品又は役務の地理的出所を標識するために
使用される場所、地域、地方又は国の名称乃至
はその他の表示又は標識をいう。」と規定する。

（３） 地理的出所表示の種類

Ⅰ）ドイツの地理的表示は、ＥＵ規則やフラン
ス法で定め、登録を認める統制原産地呼称に
当たる適格地理的表示の外に、場所等が品質
等と関連しない単純地理的出所表示を認める
ところに特徴がある（詳細は久々湊「ドイツ
商標法における単純地理的出所表示」紋谷暢
男教授古希記念『知的財産法と競争法の現代
的展開』発明協会2006年刊参照）。

Ⅱ）又間接的地理的出所表示をも規定する。こ
れは直接に名称で表示された場所又は地方を
示さず、長年の慣習や取引観念によって間接
的に出所に結び付けられる表示である（例と
しては、チーズに対するギリシャの「ＦＥＴ
Ａ」、ウオッカに対する葱花屋根の塔状の瓶
の形状、フランケン地方のワインに対する雄
ヤギの陰嚢の形状の瓶が有名である。）

Ⅲ）想像的表示これは地理的名称であるが、出
所表示でないもの（例えば万年筆「Mont 
Blanc」、剃刀の刃「ハバナ」、フォード車「カ
プリ」など。）

（４）二国間条約

ドイツは地理的表示に関する二国間条約を、
フランス、ギリシャ、イタリア、キューバ、ス
ペイン及びスイスと締結している。フランス、
イタリア、ポルトガルが古くから加盟するリス
ボン協定に加盟していないからである。その独
仏協定は最初の協定で地理的表示の二国間条約


